
利 用 方 法

利用団体

「利用者登録申請書」 「利用者名簿」を、学校事務室に提出

学 校

利用団体登録完了

利用団体

前月 25 日までに「施設等利用申請書」を学校事務室に提出

学 校

前月末までに利用の可否を決定し、利用団体に通知

利用団体

施設を利用

利用団体

利用後、「施設等利用報告書」を学校事務室に提出


